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国の補正予算に基づく療法士の賃上げに対する支援の申請対応について（説明）

平素より、理学療法士部門の運営・管理にご理解いただき、誠にありがとうございます。
さて、令和７年度補正予算（2025年12月16日閣議決定）において、医療・介護等の賃上げ・物価高騰対策として打ち出された【医療・介護等支援パッケージ】に約1.36兆円が盛り込まれ、３療法士については、１人当たり６万円の賃上げを十分実現し得る規模の予算が確保されたと考えています。具体的には、理学療法士を含む介護従事者は月額１万円の上乗せを目指した６か月分（令和７年12月～令和８年５月）の支援が実施されます。
本事業の特徴は以下のとおりです。
· 介護サービス事業所が都道府県へ申請をおこなうことで、理学療法士を含む介護従事者の賃上げ支援に係る補助金が事業所に支給されます。
· 事業所側の新たな財政負担を伴わず、療法士の処遇改善が可能です。
· 賃上げを通じて、人材確保・離職防止・現場の士気向上が期待できます。

療法士の確保と定着が業界全体として喫緊の課題である中、本制度はそれに直接的に資する極めて有効な施策と考えられます。
つきましては、本事業の趣旨をご勘案のうえ、申請に向けた法人としての対応可否について、速やかにご検討・ご判断を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
現場といたしましては、本制度を最大限活用し、療法士の処遇改善につなげることを強く希望いたします。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]【参考資料】 厚生労働省 公式情報
・令和７年度補正予算案の主要施策集_厚生労働省　
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/dl/25hosei_20251128_01.pdf
※当該資料P12において、「介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援」として、本事業の概要が示されています。
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